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　福祉医療とは、乳幼児や障害のある人、母子・父子家庭、一定の要件を満たした高齢者などの皆さんが
気軽に受診できるよう、医療費の一部を県や市で助成する制度です。
　今回、「福祉医療費受給者証」「母子家庭等医療費受給者証」の更新に伴い、７月１日から福祉医療制
度を改正します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問合せ：市民課国保医療係】

7月1日から 7月1日から 
福祉医療制度が変わります 福祉医療制度が変わります 

　

母
子
家
庭
等
医
療
、
障
害
者

（
高
齢
障
害
者
）
医
療
の
対
象
者

に
対
し
て
、
一
部
負
担
金
の
支
払

い
を
導
入
し
ま
す
。

　

ま
た
、
老
人
医
療
・
乳
幼
児
医

療
の
対
象
者
の
一
部
負
担
金
の
額

を
変
更
し
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
の
変
更
点
に
つ
い
て

は
、
下
表
を
参
照
く
だ
さ
い
。

　

現
在
お
持
ち
の
「
福
祉
医
療
費

受
給
者
証
」
「
母
子
家
庭
等
医
療

費
受
給
者
証
」
は
６
月　

日
ま
で

３０

の
有
効
期
限
で
す
。

　

現
在
資
格
の
あ
る
方
で
審
査
の

結
果
、
引
き
続
き
受
給
資
格
の
あ

主
な
改
正
内
容

受
給
者
証
は

　
　

６
月
下
旬
に
郵
送

太字（網掛け）は、平成１７年７月１日からの改正点

一　部　負　担　金
所　得　制　限

（平成１６年中の所得）
対　　　　象　　　　者福祉医療名

要した医療費の２割　
（世帯の所得状況に応
じた負担限度額あり…
表３参照）

対象者本人が住民税非
課税　（課税所得が１４５
万円以上ある６５歳以上
の方と同一世帯の場合
は対象となりません）

６５歳以上６９歳以下の方老 人 医 療

外来：１つの医療機関
あたり１日７００円まで、
月２回（１，４００円）の負担
入院：１割負担、１カ
月の限度額２，８００円

０歳児は所得制限なし
１歳以上は表２の基準
額未満

０歳～義務教育就業前まで乳幼児医療

外来：１つの医療機関
あたり１日５００円まで、
月２回（１，０００円）の負担
入院：１割負担、１カ
月の限度額２，０００円

表１の基準額未満

身体障害者手帳１・２級の方
療育手帳 Ａ判定の方
精神障害者保健福祉手帳 1級の方

重度障害者
医 療

重度障害者医療の該当者で６５歳以上の方
高 齢 重 度
障害者医療

表２の基準額未満

母（父）と１８歳以下の児童遺児（両親のいない
１８歳以下の児童で、１８歳に達する日以後の最
初の３月３１日まで）
＊ただし、２０歳以下で次のア～エに該当する
方も対象になります。

ア．高等学校・中等教育学校・盲学校・聾学
校・養護学校に在学中の方

イ．高等専門学校に在学し、第３学年の課程
を修了するまでの方

ウ．専修学校の高等課程に在学中の方（高等
学校卒業者は除く）

エ．外国人学校に在学中の方

母（父）子家庭
等 医 療

各種福祉医療制度の対象者・一部負担金など
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る
方
に
は
、
６
月
下
旬
に
新
し
い

受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。
（
該

当
し
な
く
な
っ
た
方
に
は
非
該
当

の
通
知
を
し
ま
す
）

　

次
の
方
は
、
新
た
に
受
給
資
格

を
有
し
ま
す
の
で
国
保
窓
口
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
昨
年
ま
で
所
得
制
限
な
ど
に
よ

り
非
該
当
と
な
っ
て
い
た
が
、

所
得
の
減
少
な
ど
に
よ
り
該
当

す
る
方

②
他
市
町
か
ら
転
入
し
て
、
ま
だ

申
請
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い

方
＊
申
請
手
続
き
に
は
、
印
鑑
、
健

康
保
険
証
、
身
体
障
害
者
手

帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
・
児
童
扶
養
手

当
証
書（
所
持
者
の
み
）が
必
要

で
す
。

　

次
に
該
当
す
る
方
は
所
得
課
税

証
明
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

①
対
象
者
の
扶
養
義
務
者
が
市
外

に
在
住
し
て
い
る
場
合
は
、
扶

養
義
務
者
の
平
成　

年
度
の
所

１７

得
課
税
証
明
書
（
平
成　

年
中

１６

の
所
得
）
が
必
要
で
す
。

②
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
に
豊

１７

岡
市
（
旧
１
市
５
町
内
）
に
転

入
さ
れ
た
方
は
、
本
人
、
配
偶

者
、
扶
養
義
務
者
の
平
成　

年
１７

度
の
所
得
課
税
証
明
書
（
平
成

　

年
中
の
所
得
）
が
必
要
で
す
。

１６
＊
福
祉
医
療
制
度
の
受
給
資
格
の

審
査
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
所

得
額
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
早
急

に
税
務
課
で
申
告
を
済
ま
せ
て

く
だ
さ
い
。

●
豊
岡
市
以
外
の
受
診
に
つ
い
て

　

県
内
保
険
医
療
機
関
等
で
各
医

療
証
を
使
用
し
た
場
合
は
、
一
部

負
担
金
の
み
の
支
払
い
で
受
診
で

き
ま
す
。

　

県
外
で
受
診
し
た
場
合
は
、
福

祉
医
療
負
担
分
を
申
請
に
よ
り
助

成
し
ま
す
。

●
薬
局
も
一
部
負
担
金
が
必
要

　

薬
局
も
１
つ
の
医
療
機
関
と
し

て
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
の
で
、

一
部
負
担
金
が
必
要
で
す
。

●
老
人
医
療
の
負
担
限
度
額
に
つ

い
て

　

外
来
の
場
合
、
同
一
月
内
に
支

払
っ
た
医
療
費
の
合
計
が
負
担
限

度
額（
表
３
Ａ
）を
超
え
た
場
合
、

申
請
に
よ
り
超
過
し
た
分
を
返
金

し
ま
す
。

　

入
院
の
場
合
、
負
担
限
度
額

（
表
３
Ｂ
）に
達
し
た
時
は
、
そ
の

後
の
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
高
齢
重
度
障
害
者
医
療
の
受
給

者
証
の
発
行
に
つ
い
て

　

高
齢
重
度
障
害
者
医
療
も
７
月

１
日
か
ら
他
の
医
療
と
同
様
に
受

給
者
証
を
発
行
し
ま
す
。

●
乳
幼
児
・
障
害
者
・
母
子
家
庭

等
医
療
の
入
院
費
に
つ
い
て

　

乳
幼
児
、
障
害
者
、
母
子
家
庭

等
の
各
医
療
の
受
給
者
で
、
連
続

し
て
３
カ
月
入
院
し
た
場
合
に
は

４
カ
月
目
以
降
一
部
負
担
金
を
い

た
だ
き
ま
せ
ん
。

●
低
所
得
者
に
つ
い
て

　

各
医
療
の
受
給
者
ま
た
は
所
得

制
限
の
対
象
に
な
る
方
の
所
得
が

一
定
の
基
準
に
満
た
な
い
場
合
に

は
、
一
部
負
担
金
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。
（
詳
し
く
は
表
４
を
ご
覧
く

だ
さ
い
）

新
た
に
受
給
資
格
を

有
し
た
方
へ

所
得
課
税
証
明
書
の

提
出
が
必
要
な
方

そ
の
他
の
特
記
事
項

表 1　障害者医療の所得基準額 表 2　母子・乳幼児医療の所得

＊上記の金額は、社会保険料控除等の所得控除後の金額です。なお、母子家庭等で、養育費を受けているときは、その額も所得に算入
します。所得控除の詳しい内容については、国保窓口へお問合せください。

表 3　老人医療の負担限度額
自 己 負 担 限 度 額

区　　　分 Ｂ　外来＋入院
（世帯単位）

Ａ　外　　　来
（個人単位）

４０，２００円１２，０００円一　　　般

２４，６００円
　８，０００円

低所得者Ⅱ

１５，０００円低所得者Ⅰ

扶養義務者などの所得本 人 の 所 得
扶　 養
親 族 数

６，２８７千円３，６０４千円な　 し

６，５３６千円３，９８４千円１　 人

６，７４９千円４，３６４千円２　 人

１人増すごとに２１３
千円を加算した額

１人増すごとに３８０
千円を加算した額

３人以上

扶 養 義 務 者 な ど の 所 得扶　 養
親 族 数 乳　 幼　 児母 子 家 庭 等

４，６００千円１，９２０千円な　 し

４，９８０千円２，３００千円１　 人

５，３６０千円２，６８０千円２　 人

１人増すごとに３８０
千円を加算した額

１人増すごとに３８０
千円を加算した額

３人以上

低所得者Ⅱ…世帯全員が住民税非課税である受給者
低所得者Ⅰ…世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が

一定基準以下の世帯に属する受給者

表 4　低所得者の福祉医療一部負担金
低 所 得 者 の 一 部 負 担 金医　療　名

１割（月限度額８，０００円）外来
老 人

１割（月限度額１５，０００円）入院

１日５００円まで月２回（１，０００円）外来
乳 幼 児

１割（月限度額２，０００円）入院

１日３００円まで月２回（６００円）外来障害者、高齢障害
者、母子家庭等 １割（月限度額１，２００円）入院

低所得者…各医療の受給者本人と所得制限の対象者の両方が住民税
非課税で、それぞれの方の所得が一定基準以下の世帯に
属する受給者


